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１１．報告事項 

 

報告第 ９号  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第１０号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第１１号  農地法施行規則第２９条第１号に関する届出について 

報告第１２号  農地法施行規則第５３条による届出について 

 

１２．提出議案 

 

議案第 ８号  農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第 ９号  農用地利用集積計画の承認について 

令和３年 第４回山ノ内町農業委員会総会議事録 

 １．総会の種類   定例 

 ２．開催の告示期日   令和３年４月１３日 

 ３．開催通知の期日   令和３年４月１３日 

 ４．招集期日   令和３年４月２８日 

 ５．招集場所   山ノ内町役場 議場 

 ６．招集者   山ノ内町農業委員会会長 山本善孝 

 ７．開催時刻   午後 ４時００分 

 ８．議長氏名   山本善孝 

 ９．委員出欠席 議席 氏 名  議席 氏 名  

１ 湯本幸作 出 １１ 北原元明 出 

２ 湯本久万 出 １２ 下田和浩 出 

３ 湯本智明 出 １３ 小池俊治 出 

４ 山本武彦 出 １４ 齊藤蝶次郎 出 

５ 山口 剛 出 １５ 佐藤次雄 出 

６ 望月美知子 出 １６ 白鳥金次 出 

７ 福井敏彦 出 １７ 湯本貴文 出 

８ 渡辺輝子 出 １８ 上原 仁 出 

９ 湯本 浩 出 １９ 山本善孝 出 

１０ 藤浦忠広 出    

１０．事務局出欠席 事務局長 鈴木隆夫 出 

係  長 青木重喜 出 

書  記 酒井義之 出 

書  記 梨本祥子 欠 

書  記 石川政志 出 
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１３．その他 

 

 （１）農業委員会名簿について 

 （２）農業委員会役職一覧について 

 （３）農業委員会報酬について 

 当面の日程について 

 

 

＜開会＞ 

会長代理 よろしくお願いいたします。 

 

＜招集者挨拶＞ 

会 長  大変お忙しい中、顔ぶれを見ますと全員出席ということで大変喜ばしいことと思い

ます。 

ちょっと連絡会議が長引きまして、ちょっと遅れたわけですけれども、申し訳ござ

いませんでした。 

先日、４月１５日の日に町長のほうから任命式と私のほうから推進委員さんの委嘱

状ということでお渡ししたわけですけれども、今年度この１９名で農業委員活動を

またこれから３年間続けるわけですけれども、皆さんの協力をいただきまして、山

ノ内町の農業がまた発展するように協力していただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

また、事務局の方もまた協力のほどよろしくお願いいたします。 

簡単ですけれども、挨拶に代えさせていただきます。 

 

会長代理 ありがとうございました。 

それでは、議事に移ります。 

会長の進行でよろしくお願いいたします。 

 

＜議事録署名委員の選任＞ 

議 長  それでは、４番の議事録署名委員の選任ということで、本日は、 

  ３番   湯本智明 委員 

  ４番   山本武彦 委員 

よろしくお願いいたします。 

 

＜議事＞ 

議 長  それでは、５番、議事に入らせていただきます。 

報告第９号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてということで、事

務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局  お手元にございます冊子になっている資料のほう、１ページご覧ください。報告第

９号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について、今月３件です。本件は

相続の届出になります。 

１件目ですが、農地所有者、○○○の○○○○、相続者は○○○、対象農地、大字

夜間瀬字○○○○○ほか９筆、現況地目、畑、現況面積、合計で７，８６７平米、

あっせんの希望はありません。 

あっせんですが、農業委員会に対しまして、相続された農地の売買及び賃貸等につ



- 3 - 

 

いてのあっせんの希望のありなしということになります。 

２件目ですが、農地所有者は○○○の○○○、相続者は○○○○、対象農地、大字

夜間瀬字○○○○○○○○○ほか３筆、現況地目、畑、合計面積５，０４１平米、

あっせん希望はありません。 

３件目ですが、農地所有者は○○の○○○、相続者は○○○○、対象農地、大字平

穏字○○○○○○○○ほか１２筆、現況地目は畑で、合計面積が１万３，６７５平

米、あっせん希望はありません。 

以上、３件報告します。 

 

議 長  この報告事項について、質問ありましたらお願いします。 

 

湯本（智）委員  ３番目の○○さんなんですけれども、○○じゃなくて○○で訂正をお願い

してもらいたいと思います。住所が○○になっています、○○でお願いします。 

 

議 長  地区のところでいいんですね。 

 

湯本（智）委員  はい。 

 

議 長  何かほかに質問ありますか。（なし） 

ないようでしたら、次に移ります。 

（２）報告第１０号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、事務局よ

り説明をお願いします。 

 

事務局  続いて説明します。２ページのほうをお願いします。報告第１０号 農地法第１８

条第６項の規定による通知について、今月２件です。本件は貸借の解約の届けとな

ります。 

１件目ですが、所在地、大字夜間瀬字○○○○○○○○、現況地目は畑で、面積が

９９７平米、賃貸人が○○○の○○○○、賃借人が○○○の○○○○、解約に至っ

た理由ですが、第三者へ貸借するためとなっております。 

２件目ですが、所在地は大字夜間瀬字○○○○○○○○、現況地目、畑、面積が１，

４４１平米、賃貸人が○○の○○○○、賃借人が○○○の○○○、解約に至った理

由は第三者へ貸借するためとなっております。 

以上、２件報告します。 

 

議 長  この報告事項について質問ありましたらお願いします。（なし） 

ないようでしたら、次へ移ります。 

（３）報告第１１号 農地法施行規則第２９条第１号に関する届出について、事務

局より説明をお願いします。 

 

事務局  資料３ページをお願いします。報告第１１号 農地法施行規則第２９条第１号によ

る届出について、こちら転用者本人が所有する農地を農業以外の目的で利用するた

め、登記を農地からそれ以外のものに転用するもので、地方公共団体による公共工

事や２アール未満の農業用施設の建築については許可不要で報告のみになります。

今月はその案件について２件の届出があります。 

１件目の農地の所在地は大字夜間瀬字○○○○○○○○、○○○○○○、○○○○

○○○、○○○○○○○、○○○○○○○、○○○○○○の計６筆、地目は台帳、

現況ともに田んぼ、面積は合計で３００平米、農地区分は１種農地に該当し、町道
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の拡幅工事を行うものでございます。申請人ですが○○○○で、町道よませ保育園

線道路改良事業として道路の拡幅工事を行います。 

参考資料を２１ページから２６ページにつけてございます。２１ページは位置図と

なっております。２２ページは修正図、２３から２５ページは登記簿謄本の写し、

２６ページに事業の平面図となっております。 

場所ですけれども、２１ページ、すみません、お戻りください。お願いします。 

町道湯田中夜間瀬線とよませ保育園線の交わる十字路から、ＪＡ志賀高原集出荷セ

ンターのほうに９０メートルほど進んだ場所にございます。 

資料３ページにお戻りください。 

２件目の農地の所在地は、大字夜間瀬字○○○○○○○、地目は台帳、現況ともに

畑、面積は２８２平米、農地区分は３種農地に該当しまして、こちらに農業用物置、

床面積４６．９２平米の建築、申請人ですが、○○○の○○○○、事業の詳細は農

業用倉庫を増築し、農作業の効率化を図るということでございます。 

参考資料を２７ページから３１ページにつけてございます。２７ページは位置図と

なっております。２８ページは公図の写し、２９ページは登記簿謄本、３０と３１

ページは事業の概要図です。 

場所ですけれども、資料２７ページお戻りください。 

本郷区民会館から国道４０３号線を中野方面へ約９０メートル進んだ国道沿いに

位置します。 

以上、報告します。 

 

議 長  この報告事項について質問ありましたらお願いします。（なし） 

ないようでしたら、次へ移ります。 

（４）報告第１２号 農地法施行規則第５３条による届出について、事務局より説

明をお願いいたします。 

 

事務局  それでは、続きまして資料の４ページをお願いします。報告第１２号 農地法施行

規則第５３条による届出について、こちらは公共事業等による転用の届出案件とな

ります。今月１件です。 

農地の所在地ですが大字夜間瀬字○○○○○○○、地目は登記、現況ともに畑で、

面積が１５１平米、３種農地に該当しまして、こちらに無線基地局の建築を行うも

のでございます。申請人ですが、土地所有者は○○○の○○○○、事業実行者は○

○○○○○○○○○、事由の詳細ですが、楽天モバイル携帯電話無線基地局を新設

するためでございます。 

参考資料を３２ページから３６ページにつけてございます。３２ページは位置図と

なっております。３３ページは公図の写し、３４ページは登記簿謄本の写し、３５

から３６ページは事業の概要図となっております。 

場所ですけれども、３２ページの位置図をお願いいたします。夜間瀬のけやき児童

公園から道路沿いに西側に進んですぐの農地でございます。 

以上、報告します。 

 

議 長  この報告事項について質問ありましたらお願いします。（なし） 

ないようでしたら、次に移ります。 

（５）議案第８号 農地法第３条の規定による許可申請についてを事務局より説明

をお願いいたします。 

 

事務局  資料５ページをお願いします。議案第８号 農地法第３条の規定による許可申請に
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ついて、今月２件です。本件は農地を農地として売買、貸借するものとなっており

ます。 

１件目ですが、申請人、渡人は○○○の○○○○、所有面積、耕作面積ともに２，

９５４平米、家族総数７、稼働人員が２人となっております。受人は○○○の○○

○○、所有面積ゼロ、耕作面積が１，３３１平米、家族総数が５人、稼働人員が３

人です。申請地は大字平穏字○○○○○○○○、畑で、１７７平米です。契約内容

は贈与で、価格は無償となります。理由ですが、渡人につきましては労働力不足の

ため経営規模縮小、受人につきましては野菜の栽培で経営規模の拡大となっており

ます。位置図を３７ページ、公図を３８ページに載せさせていただいておりますが、

場所につきましては、受人の○○○○さんの自宅に隣接する農地となっております。 

５ページに戻りまして、２件目となりますが、申請人、貸人が○○の○○○○、所

有面積４，２６１平米、耕作面積２，８２０平米、家族総数１、稼働人員がゼロで

す。借人につきましては、○○○の○○○○、所有面積、耕作面積ともにゼロ平米

となります。家族総数２人、稼働人員が２人です。申請地につきましては、大字夜

間瀬字○○○○○○○○、現況地目畑で面積が１，４４１平米です。契約内容は賃

貸借で賃料は１０アール当たり１万４，０００円となります。理由ですけれども、

貸人につきましては高齢のため規模縮小、借人につきましては花卉の栽培で新規就

農となります。位置図を３９ページ、公図を４０ページに載せておりますけれども、

場所につきましては、長野電鉄夜間瀬駅から北の線路沿いにある農地となっており

ます。 

以上、２件につきまして、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件を

全て満たしていると考えます。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。 

それでは、補足説明をお願いいたします。 

１番の件について、佐藤委員お願いいたします。 

 

佐藤委員 先日、現地確認しまして、受人のお母さんという方とお話ししましたところ、しっ

かり畑、現状はもう作ってあるんです。それでしっかり畑を維持されておられると

いう現状です。以上です。 

 

議 長  ありがとうございます。 

では、この案件について質問を受けます。質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。 

賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

それでは、２番の案件について、補足説明を藤浦委員お願いいたします。 

 

藤浦委員 報告の第１０号の２番と関係する案件ですけれども、貸人の○○さんはもうご高齢

でできないということで、○○○さんに貸していたんですが、今回○○○さんから

○○さんに畑を移して、今度は○○さんが栽培するという案件でございます。○○

さん、新規就農ということで、これ旦那さんの名前で申請いただいていますが、旦

那さんももちろんやるんですけれども、奥さんがメインとなってやるということで

聞いています。非常にやる気を持って、お花を栽培するための小屋ですとか、軽ト

ラ買ったりとか、もうやる気でいらっしゃいますので問題ございませんので、よろ

しくお願いします。 
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議 長  ありがとうございます。 

この案件について質問を受けます。質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。 

賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。 

すみません、推進員の方、初めてなんでちょっと一言言うのを忘れたんですけれど

も、議決権ないので挙手のほうはしなくてもよろしいです。遅れてすみません。 

では、今の件、全員賛成で可決といたします。 

それでは、３番の案件について、補足説明をお願いいたします。 

それでは、次に移ります。 

（６）議案第９号 農用地利用集積計画の承認についてということで、事務局より

説明をお願いいたします。 

 

事務局  資料のほう９ページお願いします。議案第９号 農用地利用集積計画の承認につき

まして、今月公社との売買が２件、利用権設定の新規が１０件、再設定が１３件の

合計２５件となります。 

まず、売買の案件ですけれども、１件目ですが、所有権の移転を受ける者、○○○の○

○○○、設定を移転する者、長野県農業開発公社、移転する農地、大字夜間瀬字○○

○○○○○、同じく字○○○○○○○○○○、現況地目畑で、２筆合計面積４，１８

７平米となります。利用目的はブドウの作付で、所有権の移転時期、対価の支払い時期、

引渡しの時期つきましては令和３年５月１７日、対価につきましては１５２万４，４０

０円となります。 

２件目ですが、移転を受ける者、○○○の○○○○、移転する者、長野県農業開発公

社、移転する農地、大字夜間瀬字○○○○○○○○○、同じく○○○○○○○、現況

地目が畑で、２筆合計面積が３，９６７平米となります。利用目的はいずれもブドウ作

付、所有権の移転時期及び支払いの時期、引渡しの時期につきましては令和３年５月１

７日、対価につきましては１０１万６，２００円となります。 

続いて、１１ページをお願いします。 

続いて利用権の設定ですけれども、１件目ですが、設定を受ける者、○○○の○○○、

設定する者が○○○の○○○○、設定する農地、大字佐野字○○○○○○、畑で３，

２８６平米です。利用権の種類は賃借権で、この農地を１０年の設定期間でリンゴの作

付を予定しています。賃料は１０アール当たり１万円の再設定となります。 

２件目ですが、設定を受ける者が○○の○○○○、設定する者が○○の○○○○、設

定する農地、大字佐野字○○○○○○○○、畑で１，７６４平米、利用権の種類が賃

借権で、６年間の設定でアスパラの作付を予定しています。賃料は１０アール当たり８，

０００円の新規設定となります。 

３件目ですが、設定を受ける者が○○の○○○○、設定する者が○○の○○○○○、

設定する農地、大字戸狩字○○○○○、畑で１，７４９平米、利用権の種類が賃借権

で、１０年の設定期間でリンゴの作付を予定しています。賃料は１０アール当たり１万

５，０００円の再設定となります。 

４件目ですが、設定を受ける者が○○の○○○○、設定する者が○○○の○○○○、

設定する農地が大字戸狩字○○○○○、畑で面積が３５０平米、利用権の種類が賃借

権で、この農地を１０年の設定でリンゴの作付を予定しています。賃料の額につきまし

ては、１０アール当たり５，０００円の新規設定となります。 

５件目ですが、設定を受ける者が○○の○○○○、設定する者が○○○の○○○○、

設定する農地、大字佐野字○○○○○○○○、田で１，３９６平米です。利用権の種

類は賃借権で、５年の設定で水稲の作付を予定しています。賃料は全体で１万６，００
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０円の再設定となります。 

６件目ですが、設定を受ける者、○○の○○○○、設定する者、○○の○○○○、設

定する農地、大字寒沢字○○○○○○、畑で２，４３１平米です。利用権の種類は賃

借権で、１０年の設定でリンゴの作付を予定しています。賃料は１０アール当たり１万

円の再設定となります。 

７件目ですが、設定を受ける者が○○○の○○○○、設定する者が○○の○○○○、

設定する農地、大字平穏字○○○○○○○○○、現況地目畑で２，２３４平米、利用

権の種類が賃借権で、５年の設定でリンゴの作付を予定しています。賃料は全体で２万

４，０００円の再設定となります。 

８件目ですが、設定を受ける者が○○の○○○○、設定する者が○○の○○○○○、

設定する農地、大字佐野字○○○○○○○○、同じく○○○○○○です。現況地目い

ずれも畑で２筆合計面積３，４６４平米となります。利用権の種類は賃借権で、５年の

設定でいずれもリンゴの作付を予定しています。賃料は１０アール当たり２万円の再設

定となります。 

９件目ですが、設定を受ける者が○○の○○○○、設定する者が○○の○○○○、設

定する農地、大字寒沢字○○○○○○○○○、同じく○○の字○○○○○○○○、現

況地目いずれも畑で２筆合計面積２，３３６平米です。利用権の種類は使用貸借となり

まして、１０年の設定でリンゴの作付を予定しています。賃料は無償となりまして再設

定の案件です。 

１０件目ですけれども、設定を受ける者が○○○○の○○○○、設定する者が○○の

○○○○○、設定する農地、大字平穏字○○○○○○、畑で２，１８８平米、利用権

の種類は賃借権で、３年の設定でリンゴの作付を予定しています。賃料は全体で７，２

００円の再設定となります。 

１１件目ですが、設定を受ける者が○○○○の○○○○○○○○○○○○、設定する

者が○○の○○○○、設定する農地、大字寒沢字○○○○○○、同じく○○○のいず

れも畑で、２筆合計面積３，０９４平米です。利用権の種類は賃借権で、１０年の設定

でリンゴの作付を予定しています。賃料は全体で５万円の新規設定となります。 

次のページをお願いします。１２件目ですが、設定を受ける者が○○○の○○○○、

設定する者が○○○の○○○○、設定する農地、大字夜間瀬字○○○○○○○○、畑

で１，６９６平米、利用権の種類は賃借権で、１年の設定でプラムの作付を予定してい

ます。賃料は全体で２万２，０００円の再設定となります。 

１３件目ですが、設定を受ける者が○○○の○○○、設定する者が○○○の○○○○

○、設定する農地、大字平穏字○○○○○○○○、畑で面積が２８５平米です。利用

権の種類は賃借権で、５年の設定で野菜の作付を予定しています。賃料は全体で２，０

００円の新規設定となります。 

１４件目ですが、設定を受ける者が○○○の○○○○、設定する者が○○○の○○○

○、設定する農地、大字夜間瀬字○○○○○○○○、畑で９７７平米です。利用権の

種類は賃借権で、５年の設定でリンゴの作付を予定しています。賃料は１０アール当た

り５，０００円の新規設定となります。 

１５件目ですが、設定を受ける者が○○○の○○○○、設定する者が○○の○○○○、

設定する農地、大字夜間瀬字○○○○○○○、畑で１，９１４平米、利用権の種類は

賃借権で、３年の設定でネギの作付を予定しています。賃料は１０アール当たり１，０

００円の新規設定となります。 

１６件目ですが、設定を受ける者が○○○○の○○○○○、設定する者が○○の○○

○○、設定する農地、大字夜間瀬字○○○○○○○、同じく○○○○○、いずれも田

になりまして、２筆合計面積が５，１０２平米です。利用権の種類は賃借権で、３年の

設定で水稲の作付を予定しています。賃料は１０アール当たり１，０００円の新規設定
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となります。 

１７件目ですが、設定を受ける者、○○の○○○○、設定する者が○○の○○○、設

定する農地、大字夜間瀬字○○○○○○○○○、畑で５，４６１平米、利用権の種類

は使用貸借権で、５年の設定で桃の作付を予定しています。賃料は無償となりまして、

新規設定となります。 

１８件目ですが、設定を受ける者が○○○の○○○○、設定する者が○○○の○○○

○、設定する農地、大字夜間瀬字○○○○○○○○○、同じく○○○○○○○、いず

れも畑で２筆合計面積が１，７００平米です。利用権の種類は賃借権で、６年の設定で

リンゴの作付を予定しています。賃料は全体で２万５，０００円の新規設定となります。 

１９件目ですが、設定を受ける者が○○○の○○○○、設定する者が○○○の○○○

○、設定する農地が大字夜間瀬字○○○○○○○○○、畑で２，３８８平米です。利

用権の種類は賃借権で、１０年の設定でリンゴの作付を予定しています。賃料は１０ア

ール当たり１万２，０００円の再設定となります。 

２０件目ですが、設定を受ける者が○○○の○○○○、設定する者が○○○の○○○、

設定する農地、大字夜間瀬字○○○○○○○○、畑で１，２４１平米です。利用権の

種類は賃借権で、５年の設定でプラムの作付を予定しています。賃料は全体で６，００

０円の再設定となります。 

２１件目ですが、設定を受ける者が○○の○○○○、設定する者が○○○の○○○○、

設定する農地が大字寒沢字○○○○○○○、畑で９５０平米です。利用権の種類は賃

借権で、５年の設定でリンゴの作付を予定しています。賃料は１０アール当たり１万１，

８００円の新規設定となります。 

２２件目ですけれども、設定を受ける者が○○の○○○○、設定する者が○○の○○

○○、設定する農地、大字寒沢字○○○○○、同じく字○○○○○○○、同じく字赤

○○○○○○、いずれも畑で３筆合計面積が４，１３８平米となります。利用権の種

類は賃借権で、５年の設定でいずれもリンゴの作付を予定しています。賃料は１０アー

ル当たり１万円の再設定となります。 

最後、２３件目ですけれども、設定を受ける者が○○の○○○○、設定する者が○○

○の○○○○○、設定する農地、大字戸狩字○○○○○○○○○、畑で３，０９９平

米です。利用権の種類は賃借権で、１０年の設定でブドウの作付を予定しています。賃

料は１０アール当たり２万円の再設定となります。 

以上、売買が２件、利用権２３件につきまして農業経営基盤強化促進法第１８条第３

項の各要件を満たしていると考えます。よろしくお願いします。 

 

議 長  それでは、１番の案件について補足説明、山本武彦委員、お願いいたします。 

 

山本（武）委員 再設定ということで、農地を確認して…… 

 

議 長  すみません、所有権移転農地集計表のほうで、○○○○さんのほうの関係で、湯本

貴文委員、こっちのほうでお願いいたします。すみません。 

 

湯本（貴）委員 １２番の案件ですよね。 

 

議 長  ９ページの関係です。 

 

湯本（貴）委員 これは公社を介しての売買ですので全く問題なく、○○○○さんのほうは一

生懸命やっておりますので問題ないと思います。 

２番目の○○さんのほうも。 
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議 長  そうですね、引き続き、じゃお願いいたします。 

 

湯本（貴）委員 その下、○○さん、この方、○○からこっちの夜間瀬のほうに来てやってお

ります。広くやっておられますし、トラブルも今まで聞いたことがありませんので

問題ないと思います。 

 

議 長  ありがとうございます。 

では、１番の案件のほうから質問をお受けします。質問ある方、挙手願います。（な

し） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

全員賛成で可決といたします。 

１番の湯本幸作委員、否決のときは挙手のほうは農業委員のみでよろしくお願いし

ます。 

続いて、２番の案件について質問をお受けします。質問がある方、挙手願います。

（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成ということで可決といたします。 

続きまして、１番の案件について、補足説明をお願いいたします。山本武彦委員、

お願いします。 

 

山本（武）委員 再設定ということで問題ございません。 

 

議 長  この案件について質問をお受けします。質問がある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

全員賛成ということで可決いたします。 

２番の案件について、湯本幸作委員、お願いいたします。 

 

湯本（幸）委員 ○○○○さんは業務拡張ということでやられて、大変な優秀な方で頑張って

いきたいと思います。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問がありましたらお願いいたします。

（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

全員賛成として可決といたします。 

それでは、３番の案件について補足説明、北原委員、お願いいたします。 

 

北原委員 設定する者、○○さんなんですけれども、高齢でなかなか農業ができないというよ

うなことで、息子夫婦もいらっしゃるんですけれども、勤め人であるというような

ことから、人を探していたところ、受ける者の○○さん、認定農業者ということで、

○○さん、おふくろさんと一緒に幅広く農業のほうをやられているということで、

再設定ということで、今現在大変丁寧な管理をされておりますので、問題ないと思

いますので、よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問をお受けします。質問がある方は挙

手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 
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全員賛成で可決といたします。 

４番の案件について、北原委員、お願いいたします。 

 

北原委員 設定を受ける者、○○○○さんですが高齢なんですけれども、一生懸命長野から通

って管理をされていましたが、ちょっとここのところ非常に難しくなってきたとい

うことで、管理をしてくれる人を探していたところ、受ける者、○○○○さん、親

戚になるんですが、そちらのほうで引き取らせていただきたいということで、○○

さんはまだ若くていらっしゃるし、お父さんが一緒に農業やっておりますので、こ

れも適正な管理をされるものと思いますので、特に問題ないと思います。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問をお受けします。質問がある方は挙

手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

全員賛成で可決といたします。 

５番の案件ですけれども、私が補足説明させていただきます。 

○○○○さんは数年前に会社を定年退職されまして、家のほうで農家を少々、面積

的には少ないんですけれどもやっておりまして、○○○○んなんですけれども、住

まいが愛知県のほうにありまして、畑のほうは生まれの佐野にあるんですけれども、

自分では耕作できないということで、数年前から作ってはいたんですけれども、こ

こで正式に借り入れるということで決めたそうです。○○さんのほうもまだまだや

る気満々でいますので大丈夫だと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

この案件について質問をお受けします。質問がある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

全員賛成で可決といたします。 

６番の案件について、白鳥委員お願いいたします。 

 

白鳥委員 ６番の○○○○さんですが、皆様よくご承知のとおり、今、除斥をされました○○

○さんの息子さんでございまして、親子で一生懸命農業をしております。次代を担

う青年というふうに私はお見受けしております。再設定でございますので、問題が

ないと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問をお受けします。質問がある方は挙

手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

全員賛成で可決といたします。 

７番の案件に移ります。湯本智明委員、お願いいたします。 

 

湯本（智）委員 ○○さんのほうは高齢で今、畑のほうを減らしているところであります。ま

た、この畑ですけれども、○○さんの隣の畑で十分管理されていますし、また再設

定でもありますので、間違いないと思いますのでよろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問をお受けします。質問がある方は挙

手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

全員賛成で可決といたします。 

８番の案件、湯本幸作委員、お願いいたします。 
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湯本（幸）委員 ○○○○さんなんですけれども、自分の今、作っている畑がとにかく木がも

う老木になっていてとても駄目だと、そんなところを○○○○○さんの畑が見つか

り、やるということなので問題ないと思います。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問をお受けします。質問がある方は挙

手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

全員賛成で可決といたします。 

９番の案件で上原代理、お願いいたします。 

 

上原委員 ○○○○さんなんですが、お勤めということで、お父さんも高齢で畑を貸している

ということと、○○○○君ですがまだ若くて十分やっていけることと、また再設定

ということなので、適正に管理されておりますので、何ら問題ないと思いますので

よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問をお受けします。質問がある方は挙

手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

１０番の案件、望月委員、お願いいたします。 

 

望月委員 ○○○○○さんは以前から人手が足りなくて、耕作してくれる方を探しておられま

した。○○○○さんは３年前に新規就農されて、上條地区内の現地を借受けてリン

ゴの栽培を始めて、順調に営農をされております。再設定であり問題はないと判断

しますのでよろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問をお受けします。質問がある方は挙

手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

全員賛成で可決といたします。 

１１番、上原代理、お願いいたします。 

 

上原委員 新しい委員さんもおられるんだけれども、○○○○○○○○さんなんですが、湯田

中と穂波温泉、穂波温泉は○○○○○さん、湯田中で○○○○○○○さんと○○○

さんと○○○○○○さんの４件の旅館の方が会社を設立され、農業分野にも、とに

かく今はリンゴ栽培ということで、地域の菅、寒沢というところでやりたいという

去年からそういうお話がありまして、○○○○君なんですが、まだ大学生というこ

となんですが、おじいさんとお嫁さんの○○君のお母さんと農業をやられていたん

ですが、昨年、○○○さんが亡くなられて、もう１年、去年作られたんですが、も

う耕作はしないということで、会社を探していたところ、ちょうどうまくマッチン

グができたというか、できました。 

○○○○○○○○さんなんですが、去年からコロナ禍ということで、従業員の方も

４件の方でうまく回せていくように栽培をするという話で、最初は不安だったんで

すが、○○○○○さんの息子さんが２２歳かな、大学卒業されて、ここで農業をや

るということで、剪定作業から今は消毒の作業も、そしてまたリンゴ部会のほうに

も入られて、地域と密着して頑張っていきたいということで、話がまとまりました。

当初、不安もあったんですが、すごいやる気のある若手が一生懸命頑張ってやって
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おりますので、問題ないかと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問をお受けします。質問がある方は挙

手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

１２番の案件、湯本貴文委員、お願いいたします。 

 

湯本（貴）委員 ○○○○さんと○○さんのご契約なんですが、１年の契約ですので毎年毎年

更新ということでやっております。問題もなく、普通にやっておりますので問題な

いと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問がありましたらお願いします。（な

し） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

１３番、藤浦委員、お願いいたします。 

 

藤浦委員 設定をする○○○○○さんなんですが、昨年旦那さんが亡くなってしまって、自分

はもう農業できないということで、畑の借手を探していたんですが、○○○さんが

この今回の案件のすぐそばで農業をやられているということで、○○さんのほうに

借りてくれないかということで、話がまとまったものでございます。 

○○○さんは若手の今後の数少ない農家ということで、頑張っていらっしゃいます

ので問題ないと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問がありましたらお願いいたします。

（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

１４番、齊藤委員、お願いいたします。 

 

齊藤委員 ○○さんが行くことになりましたが、○○さんという方は報告１０号の１番の○○

さんに貸していたんですが、ちょっとできないということで、○○さんが困ってい

たところ、○○さんが隣で耕作されているようで、じゃここもお願いして引き継ぐ

という形になって、○○さん自体はもう息子さんはお勤めで、おばあちゃんが仕事

しているだけで、だんだん高齢化でできなくなったもので、○○さんにお願いした

ということです。問題ないと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問がありましたらお願いします。（な

し） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

藤浦委員、可決になりました。 

１５番の案件を望月委員、お願いいたします。 

 

望月委員 ○○○○さんは昨年自ら就農されて、米作りをしようと農地を入手されましたが、

農機具の手配がつかないなどの事情があり、今年作付できず、作り手があればお願
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いしたいとのことでした。場所は須賀川の明神の圃場整備をした田と畑３筆です。

○○○○さんは中野市在住でシャクヤクの栽培のほか、中野市内と出荷をずらすた

めに須賀川でもシャクヤクを作っておられます。また、須賀川の土や気候で本当に

いい野菜ができるので、ネギを栽培したいと思い畑を探しておられました。３筆の

うちの１筆を○○さんがお借りしたいということです。とてもやる気のある方なの

で間違いないと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問をお受けします。質問がある方は挙

手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

１６番の案件を望月委員、お願いいたします。 

 

望月委員 同じく田と畑３筆のうちの２筆を○○○○○さんにお貸しして、○○さんが○○さ

んの事情をお聞きして耕作できないであるのであれば、引き受けて作られるという

ことです。○○○○○さんは雪白舞にも研究熱心であり、問題ないと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問をお受けします。質問がある方は挙

手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

１７番の案件、藤浦委員、お願いいたします。 

 

藤浦委員 この案件、実は先月、先月の３月にも係った案件なんですけれども、この○さんと

○○さんは立ち上げた農業法人の同じ構成員でありまして、○さんが去年農地を取

得して新規就農されたわけなんですけれども、その自分で買った農地を法人の同じ

構成員である○○君に先月出てきたときは権利の種類が使用貸借でなくて、賃借権、

賃貸借で出てきたんですけれども、同じ法人内なのに貸し借り、それを成立してし

まうと流動化の補助金が出るということも、ちょっとおかしいんじゃないかという

意見が出まして保留となりました。今回、使用貸借ということで、補助金のことは

補助金出ないということでクリアしていますので、なぜこういうことを同じ法人内

でやるかといえば、○君は今回桃の栽培で設定するんですけれども、桃の栽培の経

験ないということで、桃の栽培の経験者である○○さんに責任持ってこの畑をやっ

てもらいたいという意味合いで設定するということでございます。問題ないと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問をお受けします。質問がある方は挙

手願います。北原委員。 

 

北原委員 この件については、先月も今、藤浦さんのほうからお話しされたことがあったんで

すが、その前も設定する農地が管理されていないとか、もろもろ経過があると思う

んですけれども、その辺、事務局のほうちょっと教えてもらってもよろしいですか。 

 

議 長  事務局で対応できる方。 

 

事務局  分かる範囲でこちらの把握している部分をお伝えしたいと思いますが、○さん、昨
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年度○○の農地を競売にかかる前の案件なんですが、これを一括して建物と一緒に

取得されたということがございます。いきなり大きな農地を取得した関係で、使っ

ていなかった農地もひっくるめて取得されたわけなんですけれども、当初は自分で

開墾、また農地を、遊休農地を復活させてやろうということで意気込んでやられて

いたところなんですが、非常にちょっと経費がかかって、全部が手が回らないとい

うような状況があったようで、なかなか進んでいかなかったというのが実情であっ

たかと思います。今年度従業員等を入れて大分農地のほう進めて活用していくとい

うお話も受けているので、今年度以降ちょっとまた様子を見たいかなという考えで

は事務局としてはおりますけれども、一応そんな状況を今のところ把握している部

分でございます。 

 

議 長  北原委員。 

 

北原委員 ありがとうございます。ついでに、仕事の法人等の絡みから補助金の有無というの

は、今回は問題なくなるということでよろしいですか。 

昨年のやつの傾向を見ながら、今回の場所も気を使って指導していただくことをお

願いしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

議 長  またその辺、藤浦委員、また次回見ておいて、またお願いしたいと思います。 

 

藤浦委員 齊藤委員と。 

 

議 長  よろしくお願いいたします。 

この案件について質問、まだある方は。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

１８番、湯本貴文委員、お願いいたします。 

 

湯本（貴）委員 貸主先の○○○○さんなんですが、今まで両親と一生懸命やっておられたん

ですが、両親の高齢が進んじゃうし、自分一人ではこの面積はこなせないというこ

とであって、○○さんのほうにお願いして、○○さんのほうが引き受けて始めると

いうことであります。２人とも地元でも温厚ないい方ですので、真剣にやっており

ますので問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問をお受けします。質問がある方は挙

手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

１９番、齊藤委員、お願いいたします。 

 

齊藤委員 これは再ということで、実際に家のそばで、渡人のそばで仕事をしているところを

見ているんですが、とても優秀な方でいいリンゴを作っていらっしゃる方で問題な

いと思います。また、貸せるほうも一切、土地はあるんだけれども、皆さんにお貸

しして、農業をやる気がないようですので、問題ないと思います。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問をお受けします。質問がある方は挙

手願います。（なし） 
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ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

２０番の案件を齊藤委員、お願いいたします。 

 

齊藤委員 この案件も再ということで、問題ないと思います。特に○○さんのほうはもうご高

齢で何もできないもので、○○○○さんが一生懸命作って、プラムを作っておられ

ます。以上です。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問をお受けします。質問がある方は挙

手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

２１番の案件、上原代理、お願いいたします。 

 

上原委員 この案件の農地なんですが、今まで長年借りておられた方が返されたんですが、こ

の畑に入るところ、車が入れる道がないということなので、ほかに借手がないとい

うことで、その隣で耕作されている○○○○君なんですが、そういうことならとい

うことで借りるということに話がまとまりました。○○君も認定農業者であり、ま

た畑で一生懸命やっている方なので、問題ないと思いますのでよろしくお願いいた

します。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問をお受けします。質問がある方は挙

手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

２２番の案件ですけれども、上原代理、お願いいたします。 

 

上原委員 貸手の○○○○さんなんですが、先ほどにもありましたけれども、勤め人というこ

とで、以前からもうこの畑を貸しており、借手の○○○○さんはご夫婦で畑をやら

れているんですが、１０年ここで期間が過ぎて返そうかと思ったんですが、まだ○

○○○君のほうはまだお勤めに行っているから農家はできないのと、お父さんが高

齢で、お母さんが亡くなられてしまって、返されても困るということなので、自分

たちも、○○○○さん夫婦もじゃ５年また借りますということでまとまった話です。

何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問をお受けします。質問がある方は挙

手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

最後の案件になります。２３番、北原委員、お願いいたします。 

 

北原委員 設定をする方、○○さんなんですが、もともと戸狩の出身で、中野市へお嫁さんに

なりました。その後、相続で戸狩の土地を相続したんですが、なかなかちょっと管

理できないということで、管理をしていただける方を探していたところ、○○○○

さんが退職された後に一念発起してブドウに真剣に取り組みたいというようなこ

とになりまして、そんなことから○○さんの土地である今回再設定ですけれども、

もともと丁寧に管理されていらっしゃいますので、問題ないと思いますので、よろ
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しくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問をお受けします。質問がある方は挙

手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

議事につきましては、以上をもちまして終了といたします。 

 

＜その他＞ （１）農業委員会名簿について 

      （２）農業委員会役職一覧について 

      （３）農業委員会報酬について 

      当面の日程について 

 

会長代理 ありがとうございました。 

以上をもちまして、令和３年第４回山ノ内町農業委員会定例総会を終了いたします。 

ありがとうございました。 

 

 

閉会 午後５時１５分 


